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第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針

１ 歴史的風致の維持及び向上に関するこれまでの取組み

歴史的建造物の保存・活用に関する取組み

文化財保護法、長崎県文化財保護条例、長崎

市文化財保護条例及び長崎市伝統的建造物群

保存地区保存条例等の関係法令のもと、国、長

崎県、長崎市及び文化財所有者・管理者が協力し、

長崎市文化財審議会委員等の有識者の指導・助言

を受けながら、歴史的建造物の適切な保存・活用

に取り組んでいる。国宝や重要文化財の建造物等

は主に所有者自らが保存・管理を行い、国、長崎

県、長崎市が必要に応じて技術的・財政的な支援

等を行っている。

長崎市が所有または管理する文化財建造物に

関しては、長崎市が主体となって保存・管理を行っている。未指定の歴史的建造物については、必要

に応じて専門的な調査を実施し、重要なものについては順次、文化財指定等を行うなどその保存に

努めている。

また、市内各所に点在する貴重な和風建築や洋風住宅、洋館、近代建築、石塀などの歴史的建造物

は、文化財保護法に基づく登録有形文化財や景観法に基づく景観重要建造物に登録・指定されてお

り、各制度のもと保存・管理が行われている。

さらに、特に重要で価値が高い個人が所有する歴史的建造物で、維持するのが困難となっている

ものについては、所有者と協議のうえ公有化を行うことで、その保存を図った例もある。

歴史的建造物の保存整備の実施のため、または劣化が著しく緊急に記録を作成すべきものについ

て、平成 28 年（2016）から「文化財等３Ｄ計測事業」として３Ｄレーザースキャナーによる現状の

記録を行っており、災害等で破損・倒壊などが生

じた際の修理や復元、記録保存、調査研究のため

の資料として活用することとしている。

また、自治会、学生、市民の登録によるボラン

ティア団体「文化財サポーター」などによって、

定期的な文化財の清掃活動が行われており、加え

て、近年は企業ボランティアによる清掃活動も行

われるなど、文化財を守るためのボランティア活

動が広がりを見せている。 文化財等３Ｄ計測事業（端島）

旧長崎英国領事館の改修工事
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歴史的建造物の周辺環境の保全・形成に関する取組み

景観に対する市民の関心の高まりから、昭和 63

年（1988）に長崎市都市景観条例（現・景観条例）

が制定され、平成２年（1990）には都市景観基本

計画が策定された。以降、重要な地区や大規模建

築物に対する景観の規制・誘導に取り組んでい

る。平成３年（1991）４月には、東山手地区と南

山手地区が国の重要伝統的建造物群保存地区に

選定され、地区内において建物等の新築、除却、

土地の形質の変更等の規制を行っている。

平成 23 年（2011）４月、旧都市景観条例から

景観法に基づく長崎市景観計画に移行し、市内全

域を景観計画区域とし、東山手・南山手地区、中

島川・寺町地区、館内・新地地区、平和公園地区

等の７地区を景観形成重点地区に、それ以外を一

般地区に指定し、建築物や工作物の位置・高さ、

形態・意匠、色彩、敷地の緑化等について規制を

行っている。一定規模以上の行為については、外

部の有識者からなる「ながさきデザイン会議」を

設置し、デザインに関する助言を得ることとして

いる。そのほか、一部の地区では建築物等のデザイン指針（ガイドライン）を定めたり、歴史的建造

物や一般建築物の修景に係る費用の助成を行うなどしている。

平成９年（1997）４月、長崎市屋外広告物条例を制定し、市全域における屋外広告物の表示及び掲

出物件の設置に関する行為の制限を行っている。また、大規模屋外広告物を対象として、表示に関す

る良好な広告景観へ誘導しているほか、景観形成重点地区では、通常の規制基準に加えて、地区毎の

景観特性に合わせて設定した屋外広告物の基準を設けている。

都市計画法では、良好な市街地環境の形成に資することを目的として 12 種の用途地域を指定して

いるほか、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を形成

している区域について、都市環境の保全を図るため、南山手風致地区等の 14 地区を風致地区に指定

し、地区内における建築物及び工作物や宅地の造成、木竹の伐採等について規制を行っている。

緑化の取組みとしては、長崎市緑の基本計画に基づき、長崎市の魅力を高める緑を保全していく

ために、グラバー園に代表される歴史文化の保全、歴史性のある良好な風致の維持育成、歴史ある巨

樹や名木の保全を進めるとともに、緑豊かなまちづくりを進めるために、公共公益施設や民有地な

どの緑化を推進している。

景観形成重点地区内の無電柱化事業



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針

151

景観阻害要因への対策について、電柱・電線類に関

しては、安全で快適な通行空間の確保や都市景観の向

上等を目的として無電柱化を推進しており、長崎市で

はこれまで国が定めた計画に基づき、観光地周辺や中

心市街地の道路において無電柱化が完了している路線

がある。また、老朽危険空き家に対する除去事業等に

も取り組んでいる。

景観に大きな影響を与える公共建築物や道路・公園

等の公共空間の形成の取組みとしては、景観形成重点

地区等において道路美装化等の修景事業によるデザイン向上に取り組んでいる。平成 25 年

（2013）度より、「景観専門監制度」を導入し、公共事業のデザイン調整や職員の育成をミッショ

ンとして、外部から景観の専門家を招聘している。

近年では、重要な公共事業を実施する場合には市民ワークショップによる意見聴取や合意形成を

行ったり、景観に関するシンポジウムを開催したりするなど、市民参加型の景観まちづくりに取り

組んでいる。

歴史的な営みや活動の継承に関する取組み

歴史的な営みや活動への支援として、長崎くんちの円

滑な運営、振興と伝統芸能の保存育成を目的に昭和 47

年（1972）に設立された長崎伝統芸能振興会、及び地域

に残る民俗芸能等を保存・継承することを目的として、

昭和 50 年（1975）に設立された長崎郷土芸能保存協議

会に対し助成を行っている。同協議会は、毎年長崎郷土

芸能大会を開催し、地域の民俗芸能等を披露する場を設

けている。

営みや活動の基盤となる地域づくりとしては、道路等の住環境の都市基盤整備に加え、近年では

移住・定住の促進や、地域に関係する団体が連携し地域課題の解決に取り組む「地域コミュニティ連

絡協議会」の設立・運営支援を行っている。

賑わいの創出に関する取組み

長崎市の歴史的風致に関連する重要な資料について

は、長崎歴史文化博物館を始めとした市内各所の施設で

保存・展示を行っている。

平成 18 年（2006）の「長崎さるく博’06」を契機と

してスタートした「長崎さるく」は、参加者が市民ガイ

ドと一緒にまち歩きを行う体験型プログラムが高い評

長崎郷土芸能大会

景観まちづくりシンポジウム

長崎さるく
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価を受け、長崎観光の定番として定着した。安全で快適にまち歩き観光を楽しんでもらうため、回遊

路の道路美装化や広場整備、誘導・案内サインの整備、多機能トイレの設置等に取り組んでいる。

２ 歴史的風致の維持及び向上に関する課題

歴史的建造物の保存・活用に関する課題

文化財等に指定・登録されている歴史的建造物に

は行政から一定の財政的な支援があるが、歴史的建

造物は日常の維持管理に加え、保存・修理に多額の

費用を要することや、近年は耐震化など自然災害へ

の対策を行う必要もあることから、所有者の負担が

増加している。特に重要な歴史的建造物については

公有化を行ってきたが、所有者の高齢化や維持管理

の難しさから、すでに失われた歴史的建造物も少な

くない。特に近年、保護措置が図られていない未指

定文化財等の歴史的建造物の滅失が相次いでいる。

また、市民等の歴史的建造物に対する理解や関心が一定高まっているものの、その活動が直接

的に保存・活用に繋がる具体的な取組みに発展するものは少ない。

文化財等に指定・登録されたものでも、保存整備が計画的に行われていない場合があり、歴史

的建造物の保存整備を進めるにあたっても、慢性的に技術者や専門家の人材が不足している状

況にある。

長崎市が所有する歴史的建造物の多くは展示施設として公開活用されているが、交流人口の

拡大につながる魅力的・効果的な活用となっていないことや、周囲の観光施設や地域のまちづく

りとの連携の不足、情報発信の不足等により、入場者数が減少している施設も少なくない。

歴史的建造物の周辺環境の保全・形成に関する課題

歴史的建造物の周辺にある歴史ある石積みや塀、樹

木や緑地等の身近な景観資源が失われる場合がある。

また、建築物等のデザイン指針（ガイドライン）が

整備されている地区やそれに基づく修景に対する支援

を受けられる地区が限られていることから、魅力的な

まちなみが面的、連続的に形成されるには至っていな

い地域がある。このように、自然や歴史等の景観資源

を十分にまちづくりに生かしきれておらず、良好な景

観の魅力を国内外へ積極的に十分に発信できていな

い。

平成 30 年に解体された料亭富貴楼

歴史的な街路周辺のブロック塀
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景観阻害要因については、依然として電柱・電線類等

が景観や眺望、円滑な通行の支障となっている場合が

あり、また、斜面市街地や過疎化が進行する地域では少

子高齢化による空き家の増加が景観を悪化させる一因

ともなっている。

公共空間のデザインについては、調整不足等により、

景観形成における先導的役割を果たしきれていない場

合がある。

市民主体で景観まちづくりを進める必要があるが、

まちづくりに参加できる機会が限定的であることから、市民の景観まちづくりに対する理解や機運

が依然として不足しており、景観まちづくり地域団体等の活動が一部の地域に限られている状況に

ある。

歴史的な営みや活動の継承に関する課題

特に、人口減少や少子高齢化が深刻化する斜面市街地において、歴史的な営みや活動の継承者が

不足している地域もある。近年、新たな地域の担い手を確保するため、移住・定住の促進に向けた取

組みを進めてはいるものの、人口減少を補うまでには至っていない。

営みや活動で使用する道具の維持や、保管場所の確保等に必要な資金、担い手の確保・育成につい

ては、文化財に指定されているものなどには一定の支援があるものの、まだまだ充分とは言えない。

未指定のものについては財政支援が不足している状況にある。

また、地域住民や将来の担い手となる子供や学生らに地域の歴史文化の魅力が十分に知られてい

ないことも多く、地域に対する関心が低くなっている。

多くの地域では、多様な関係者の繋がりが希薄化し、団体間の連携や地域活動のリーダーや担い

手が不足している状況もみられる。

賑わいの創出に関する課題

来訪者が安全で快適にまち歩きを楽しむための回遊路や休憩施設、多機能トイレ等のバリアフ

リー対応、インターネット環境の充実化、多言語対応、ICT の活用等の時代の要求に応じた回遊

環境の基盤整備を進めてはいるものの、依然として不足している状況にある。

歴史的建造物等の観光施設が密集する一部の地域において、建物用途等の規制により、歴史的

建造物が交流人口の拡大に繋がるような魅力的な活用がなされていないものが多くある。

そのほか、調査やデータに基づく戦略的な観光客の誘致や歴史的風致をはじめとした長崎市の

魅力を生かした製品・サービス、食・食材の開発と魅力の発信等が不足しており、交流拡大によ

る地域における消費の拡大に繋げられていない。

歴史的建造物周辺の電線・電柱類
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３ 上位計画・関連計画との関係性

本計画は、長崎市第五次総合計画前期基本計画を上位計画として整合を図るとともに、関連計

画や文化財保存活用計画と連携を図る。

本計画の位置付け

上位計画

ア 長崎市第五次総合計画前期基本計画（令和４年（2022）3 月策定）

長崎市では、令和４年（2022）度から令和 12 年（2030）度までの９年間のまちづくりの指針とな

る「長崎市第五次総合計画」を策定し、「個性輝く世界都市」と「希望あふれる人間都市」を将来の

都市像として掲げ、「つながりと創造で新しい長崎へ」をまちづくりの基本姿勢として、８項目のま

ちづくりの方針と 39 項目の基本施策を定めている。

本計画は特に、まちづくりの方針Ａ「私たちは『独自の歴史・文化を活かし、多様な交流と満足を

生み出すまち』を目指します」との関連が深く、この方針を実現するための基本施策として「地域の

個性を守り、活かし、伝えます」、「交流のための都市機能を高め、賑わいを創出し、観光まちづくり

を進めます」を定めている。

そのほか、方針Ｂ「私たちは『平和を愛し、平和の文化を育むまち』をめざします」、方針Ｃ「私

たちは『人や企業に選ばれ、産業が進化し続けるまち』をめざします」、方針Ｅ「私たちは『だれも

が安全安心で快適に暮らし続けられるまち』をめざします」、方針Ｈ「私たちは『参画と協働による

まちづくりと確かな行政経営を進めるまち』をめざします」との関連も深い。
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長崎市第五次総合計画（前期基本計画）の施策体系図

関連計画

長崎市第五次総合計画前期基本計画に定める８項目のまちづくりの方針に沿って、長崎市では

様々な計画を策定している。本計画は、関連する様々な分野における個別計画との整合、調整、連携

を図りながら実施していく。

ア 第２期長崎市まち・ひと・しごと創生長期人口ビジョン（令和２年（2020）3 月策定）

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、人口減少の克服と地域活力の向上に向け、令和２年度か

ら５か年の目標や施策の基本的方向などをまとめた「第２期長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定した。

この総合戦略の実行にあたっては、行政だけの取組みだけではなく、産学官金労言士の各団体や

市民が当事者意識を持って、様々な知恵や新たな発想を積極的に取り入れながら、施策や事業を戦

略的かつ横断的に展開していくとともに、スピード感と柔軟性を持って、総合戦略の着実な実施に

取り組んでいくこととしている。

目標と取組姿勢として、「今後大きく変わるまちを訪れてくる交流人口をまちとつなげて、地域経

済の活性化を確実に進めるため、『交流の産業化』という目標を掲げ、インバウンドやＭＩＣＥ、ス

ポーツ、文化などを通じた多くの訪問客を迎えることで、昭和の観光都市から 21 世紀の交流都市に

進化し、『交流の産業化』の成果を高める。」としている。
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長崎市総人口の将来展望

イ 長崎市歴史文化基本構想（平成 27 年（2015）3 月策定）

これまで文化財について、個別の計画のもと保存整備に取り組んでおり、新たな指定・登録や保

存・活用など文化財保護のうえで生じた問題に対しては、長崎市の文化財を総合的に網羅した方針

や方向性がなかったことから、個別的な対応にとどまっていた。今後、長崎市の未指定を含めた文化

財を適切に保存し活用を図っていくうえで、市内の文化財を総合的に把握し、関連する文化財と周

辺環境を一体的に保護していくための、総合的な方針や方向性を示す体系的なプランとして「長崎

市歴史文化基本構想」を策定した。

長崎市歴史文化基本構想については、国の策定指針に基づき、関連文化財群・歴史文化保存活用区

域の設定をはじめ、文化財の保存活用についての現況を整理し、今後の方針を定めた。

そのなかで、歴史文化保存活用区域を 10 区域設定し、そのうち長崎市の歴史文化を語るうえで最

も重要で、歴史文化を生かしたまちづくりを進めていくうえで核となる歴史文化遺産が所在する一

帯を「重点区域」として位置付けている。

本計画では、法で定める歴史的風致の条件を満たし、重点的に取組みを行う必要がある範囲を

長崎市において維持及び向上すべき歴史的風致とする。
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歴史文化保存活用区域（赤枠は、維持及び向上すべき歴史的風致の区域）

歴史文化保存活用区域及び重点区域の考え方（概念図）

区域 重点区域

ア 中央区域

（近世都市長崎区域）

■立山山麓の寺社群

■風頭山麓の寺社群

国宝崇福寺や重要文化財興福寺・清水寺

等が所在する風頭山麓の寺社群ならびに

重要文化財聖福寺等がある立山地区の寺

社群の範囲

イ 出島・館内・新地・山手区域

（海外交流拠点遺跡区域）

■出島・館内一帯

国指定史跡「出島和蘭商館跡」や、唐人

屋敷跡及び周辺の範囲

■東山手・南山手一帯

国選定の重要伝統的建造物群保存地区の

東山手と南山手の範囲

ウ 浦上区域（平和公園区域） ―

エ 外海・池島区域

（大野・出津・黒崎・池島及び周辺区域）

■出津一帯

重要文化財「出津教会堂」を含む国選定

の重要文化的景観「長崎市外海の石積集

落景観」を中心とした範囲

オ 長崎港入口区域（長崎警備遺跡区域） ―

カ 香焼・伊王島・高島区域（近代石炭産業遺跡区

域）

■高島・中ノ島・端島一帯

国指定史跡高島炭鉱跡を含む、高島、中

ノ島、端島一帯の範囲

キ 深堀区域（深堀鍋島家武家町跡及び周辺区域） ―

ク 脇岬・樺島区域（観音寺及び周辺区域） ―

ケ 茂木区域（茂木港及び周辺区域） ―

コ 矢上区域（矢上宿跡及び一帯区域） ―
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歴史文化保存活用区域及び重点区域の位置 １／２
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歴史文化保存活用区域及び重点区域の位置 ２／２
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ウ 長崎市都市計画マスタープラン（平成 28 年（2016）12 月改訂）

「長崎市都市計画マスタープラン」は、長崎市の将来の都市づくりの考え方を示すもので、長崎市第

四次総合計画の将来の都市像を都市計画の面から実現するため、市民の暮らしの指標となる「住む」、

「働く」、「動く」、「集う」、「学ぶ・育む・やすらぐ」という生活像を視点とした都市づくりの指針を定

めている。

市民生活像として、「①暮らしやすい生活環境が整っている」、「⑥歩きやすい環境が整っている」、「⑨

ヒト・モノ・文化の交流が活発に行われている」、「⑪個性豊かで美しい景観が形成されている」、「⑫歴

史や自然が守られ、活用されている」が掲げられている。

長崎市都市計画マスタープランの概要
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エ 長崎市立地適正化計画（平成 30 年（2018）４月策定）

人口減少や高齢化が進むなか、住民が安心して快適に暮らせるよう、また、持続可能な都市経営を可

能にするため、平成 26 年（2014）５月に「都市再生特別措置法」が改正された。これを受けて、長崎

市は居住機能や商業、医療、福祉等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的な計画である

「長崎市立地適正化計画」を策定して、積極的にコンパクトシティの形成を推進することとしている。

「快適で暮らしやすい居住地を形成する都市づくり」を目標のひとつとして、「歴史的価値のあるま

ちなみは、世代を超えて歴史ある空間を引き継いでいきます。」としている。

配置イメージ

断面イメージ

長崎市立地適正化計画のイメージ
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オ 長崎市景観基本計画（平成 23 年（2011）４月策定）

平成２年（1990）、長崎ならではの都市の魅力を育てていくことを目的として「長崎市都市景観基本

計画」を策定し、良好な景観づくりに取り組んできた。策定時から合併により市域が拡大したこと、生

活様式の多様化や価値観の変化したこと、平成 17 年（2005）に景観法が施行されたことなど、景観を

取り巻く状況が大きく変容したことから、平成 23 年（2011）４月に「長崎市景観基本計画」を策定し

た。この基本計画は、全体において本計画と関連がある。

  

長崎市景観基本計画の概要



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針

163

カ 長崎市景観計画（平成 23 年（2011）４月策定）

平成 23 年（2011）４月、景観法に基づく「長崎市景観計画」を策定し、長崎市全域を景観計画区域

として行為の制限を適用している。そのなかで、特に景観形成が求められる地区を景観形成重点地区と

して指定している。

景観形成重点地区では、原則として景観形成に関わる全ての行為を届出対象とし、各地区における良

好な景観の形成に関する方針に則って、地域特性を踏まえた詳細な景観形成基準を定めている。また、

地区内の各ゾーンに共通の「共通の景観形成基準」と、各ゾーンで異なる「個別の景観形成基準」を定

めている。「景観形成重点地区」においては、この双方の景観形成基準を遵守しなければならない。

長崎市景観計画における地区の設定と要件
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長崎市景観計画の景観形成重点地区
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景観形成重点地区の届出対象行為

キ 長崎市観光・ＭＩＣＥ戦略（令和３年（2021）３月策定）

観光を取り巻く社会情勢の変化や多様化する訪問客のニーズに対応するため、従来の戦略及び計画

を統合するとともに、観光のみならず令和３年（2021）11 月に開業した「出島メッセ長崎」を中心と

したＭＩＣＥ による振興を図ることを目的として、新たに「長崎市観光 ･ ＭＩＣＥ 戦略」を策定し

た。

「選ばれる 21 世紀の交流都市」をビジョンとして、基本施策Ａ-１「長崎独自の歴史・文化、自然・

景観を守り、活かす。」において「歴史文化基本構想等に基づく歴史・文化の保存・活用」を位置付け

ており、歴史文化基本構想等を踏まえ、歴史的風致維持向上計画等に沿って、民間と連携した市有洋館

などの歴史的建造物等の保存・維持管理及び活用を図るとともに、周辺環境整備や修景整備などを行

い、地域全体の回遊性を高め、賑わいを創出することとしている。
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長崎市観光・ＭＩＣＥ戦略の施策体系
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ク 長崎市緑の基本計画（平成 13 年（2001）10 月策定）

平成 13 年（2001）10 月に策定された「長崎市緑の基本計画」は、美しい景観や豊かな自然と歴史文

化に調和したまちづくりを進めるために、「歴史とみどりと海が暮らしに活きる長崎の都市(まち)」を

基本理念に掲げ、「市民生活を支え長崎の魅力を高めるまち」「安全で健康的な、暮らしやすいまち」「緑

豊かなまち」「緑と親しみ楽しめるまち」を目指し、市民・企業・行政が協力・協働して実施する施策

を総合的かつ計画的にまとめている。

将来像の実現のため、グラバー園に代表される歴史文化の保全、歴史性のある良好な風致の維持育

成、歴史ある巨樹や名木の保全を進めていくことや公共公益施設や民有地などの緑化などを推進する

こととしている。

施策として「緑と一体となった歴史的風土の保全」、「歴史・文化・自然とふれあう緑の拠点づくり」

を位置付けている。

緑地の保全及び緑化の推進のための施策方針
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ケ まちぶらプロジェクト（平成 24 年（2012）12 月策定）

長崎市は、「陸の玄関口」である長崎駅周辺と「海の玄関口」である松が枝周辺の整備により、これ

からの 10 年で、まちの形が大きく変わっていこうとしている。歴史的な文化や伝統に培われた長崎の

中心部である「まちなか」においても、この 10 年を大きな契機と捉え、長崎駅周辺や松が枝周辺と上

手に連携させながら、賑わいの再生を図るため、平成 24 年（2012）12 月、まちなかで実施する今後 10

年間の取組みを実施計画として位置付けた「まちぶらプロジェクト」として取りまとめたもの。

新大工から中島川・寺町・丸山、浜町・銅座、館内・新地を経て、東山手・南山手に至るルートを「ま

ちなかの軸」として設定し、軸を中心とした５つのエリアにおいて、平成 25 年（2013）度からそれぞ

れの個性や魅力の顕在化などを進めるための整備をソフト政策と併せて進めている。

まちぶらプロジェクトの概要
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コ 長崎市中心市街地活性化基本計画（第２期）（令和２年（2020）３月認定）

国においては、都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため「中心市街地

の活性化に関する法律」に基づき内閣総理大臣の認定の下に、法律・税制上の特例や支援措置を設けて

いる。

これまで長崎市中心市街地活性化基本計画（第１期）（平成 27 年（2015）４月～令和２（2020）年３

月）に取り組んできたが、人口の社会減の深刻化といった都市の課題が新たに顕在化してきたことなど

から、引き続き、国からの支援を受けるため、第２期計画（令和２年（2020）４月～令和７（2025）年

３月）を策定し、令和２年（2020）３月に内閣総理大臣より認定された。

この認定に基づき、様々な支援措置を活用しながら、中心市街地の活性化を図っていく。

長崎市中心市街地活性化基本計画の実施事業
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サ 環長崎港夜間景観向上基本計画（平成 29 年（2017）５月策定）

平成 29 年（2017）５月、歴史や文化を感じ、市民に愛されるふるさとの風景となる夜景づくりを通

じて「世界一の夜景都市」となることを目指し、遠景及び中・近景の観点から必要な取組みについて体

系的にまとめ、戦略的に夜間景観の向上を図るための基本的な考え方を示すものとして「環長崎港夜間

景観向上基本計画」を策定した。

このなかで、３つのコンセプトを設定し、長崎の歴史や文化を生かした夜間景観を形成することとし

ている。なお、歴史的建造物等のランドマークが数多くあり、市民や観光客が多く訪れるエリアを「夜

間景観向上重点エリア」として位置づけ、基本原則による面的な夜間景観の形成や、ランドマークのラ

イトアップと主要な動線の街路灯の整備による「中・近景の夜間景観づくり」に取り組むこととしてい

る。

環長崎港夜間景観向上基本計画の対象エリア

３つのコンセプト
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シ 長崎市環境基本計画（平成 29 年（2017）２月改訂）

長崎市の他都市に類を見ない豊かな環境を将来の世代に引き継ぐため、平成 11 年（2000）９月に、

環境の保全と創造に向けた取組みを進めることを目的とする「長崎市環境基本条例」を制定した。平成

12 年（2001）３月には、これらの取組みを総合的かつ計画的に進めるため、「長崎市環境基本計画」を

策定し、平成 19 年（2007）９月には、計画の改訂を行った。

平成 23 年（2011）３月に「長崎市第二次環境基本計画～環境をともに学び、育み、行動するまちを

めざして～」を策定し、ごみの集団回収や資源ごみの収集品目の追加等によるごみ排出量の削減や、浄

化槽及び下水道の普及等による河川・海域の水質改善など、市民・市民団体・事業者と市が一体となっ

て環境保全に関する取組みを進めている。計画策定から５年を経過し、その間の東日本大震災を契機と

した国のエネルギー政策の転換などの社会情勢の変化に対応するため、平成 29 年（2017）２月に見直

しを行った。

「まちづくり」「文化遺産」を環境項目として設定し、取組みを進めることとしている。

長崎市環境基本計画の取組み体系図
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ス 長崎市住生活基本計画（令和３年（2021）４月改訂）

国において、平成 18 年（2006）６月に、住宅を取り巻く社会情勢の変化等を踏まえ、住宅建設計画

法に代わる新たな基本法制として「住生活基本法」が施行され、長崎市では少子高齢社会、人口・世帯

減少社会などの到来を見越して、地域特性に応じた住まいづくり・まちづくりを総合的かつ計画的に推

進することを目的として、平成 20 年（2008）度に「長崎市住生活基本計画」を策定した。この計画は

概ね５年ごとに見直しを行うこととしており、社会情勢や国、県の住宅政策の変化に対応するため、平

成 25 年（2013）度に一部を見直し改定した。

その後、平成 28 年（2016）３月に住生活基本計画（全国計画）が改定され、社会情勢の変化に的確

に対応するため、平成 29 年（2017）３月に長崎県住生活基本計画が改定された。

本市においては、住生活を取り巻く状況の変化や上位・関連計画の改定等に対応するため、令和３年

2021）４月に長崎市住生活基本計画の改定を行った。

関連施策として、施策展開の方針「質の高い住宅ストックの更新」により、歴史的建造物等の保存・

活用の支援に取り組むこととしている。

長崎市住生活基本計画の構成（１／２）
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長崎市住生活基本計画の構成（２／２）
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セ 長崎市農業振興計画後期基本計画（平成 29 年（2017）７月策定）

農業分野の施策をより具体化し長崎市の特色や背景にあわせ、今後の農業のめざすべき姿とその実

現方法を示すため「長崎市農業振興計画」を策定しており、平成 24 年（2012）７月の策定時からこ

れまでの前期計画の取組み成果等を検証し、平成 29 年（2017）度から令和２年（2020）度までの後

期計画を策定した。

後期計画では、地域ブランドの育成を推進する「産地づくり」、安心して農業を営む環境づくりを

進める「地域づくり」、意欲ある農業者の育成確保を図る「人づくり」、多様な主体の交流促進により

食関連産業を活性化する「交流づくり」の４点を柱に、農業分野における実践的な計画として策定

し、担い手が継続できる農業の実現をめざし、取組みを進めていくこととしている。

基本施策「農業に新しい活力を生み出します」の個別施策として、「安心して農業を営む環境づく

りの推進」のなかで、良好な景観の形成や文化の伝承について取り組むこととしている。また、個別

施策「多様な主体の交流促進による食関連産業の活性化」について、「食」に関わる産業の活性化に

ついて取り組むこととしている。

農業振興を図るべき地域を地域の資源や特性などを考慮して 10 地区に区分しており、「旧外海町

（Ｇ地域）」について特に本計画と関連が深い。

長崎市農業振興計画後期基本計画施策の体系図
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長崎市の農業振興を図るべき地域（10地区）
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国指定等文化財の保存活用（管理）計画の策定状況

国指定の重要文化財６件及び国指定の史跡７件について保存活用（管理）計画を、重要伝統的建

造物群保存地区２地区及び重要文化的景観１件について保存計画を策定している。

名称 策定者 策定年月 文化財種別 所有者 概要

『重要文化財

（建造物）

旧出津救助

院』～授産場

及びマカロニ

工場～保存活

用計画

宗教法

人お告

げのマ

リア修

道会

平成 24 年

（2012）

３月

重要文化財

（建造物）

宗教法人お告

げのマリア修

道会

建造物の保存管理の方法等

を定めるとともに、文化財

としての価値を多くの市民

がわかりやすく理解できる

公開・活用の在り方を検

討・策定する。

国指定重要文

化財旧グラバ

ー住宅保存活

用計画

長崎市

平成 27 年

（2015）

３月

重要文化財

（建造物）
長崎市

建物および周辺環境の保

存・活用における必要事項

をまとめる。現状の保存状

況、管理状況を踏まえたう

えで課題を抽出し、改善を

図るための維持管理システ

ムを構築する。

国指定重要文

化財旧リンガ

ー住宅保存活

用計画

長崎市

平成 27 年

（2015）

３月

重要文化財

（建造物）
長崎市

建物および周辺環境の保

存・活用における必要事項

をまとめる。現状の保存状

況、管理状況を踏まえたう

えで課題を抽出し、改善を

図るための維持管理システ

ムを構築する。

国指定重要文

化財旧オルト

住宅保存活用

計画

長崎市

平成 27 年

（2015）

３月

重要文化財

（建造物）
長崎市

建物および周辺環境の保

存・活用における必要事項

をまとめる。現状の保存状

況、管理状況を踏まえたう

えで課題を抽出し、改善を

図るための維持管理システ

ムを構築する。

重要文化財旧

長崎英国領事

館保存活用計

画

長崎市

令和３年

（2021）

５月

重要文化財

（建造物）
長崎市

建造物の保存・活用におけ

る必要事項をまとめる。進

行中の保存修理工事を経て

供用を開始するにあたり、

必要な諸条件を整理し、活

用の方針を定める。

国指定重要文

化財本河内水

源地水道施設

保存活用計画

長崎県

長崎市

令和３年

（2021）

８月

重要文化財

（建造物）

国（国土交通

省）

長崎県

長崎市

建造物および周辺環境の保

存・活用における必要事項

をまとめる。現状の保存状

況、管理状況を踏まえたう

えで、稼働施設の機能維持

と重要文化財の保存のバラ

ンスを取りながら維持管理

と活用を行う。
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名称 策定者 策定年月 文化財種別 所有者 概要

国指定史跡

長崎台場跡

魚見岳台場跡

保存管理計画

書

長崎市

教育委

員会

平成 23 年

（2011）

３月

史跡

国

長崎市

民間

史跡の本質的価値と主要な

構成要素を明確にし、それ

を適切に保存管理するため

の基本的な方向性や方法、

活用の将来像について定め

る。

国指定史跡

大浦天主堂境

内保存管理計

画

長崎市

教育委

員会

平成 25 年

（2013）

６月

史跡

宗教法人カト

リック長崎大

司教区

史跡の本質的価値と構成要

素を明らかにし、史跡の保

存管理や整備活用の方向

性・方法を示し、保存・整

備・活用を図るための指針

を策定する。

史跡小菅修船

場跡保存管理

計画書

長崎市

教育委

員会

平成 25 年

（2013）

８月

史跡

三菱重工業株

式会社長崎造

船所

史跡の本質的価値と構成要

素を明確化し、これらを適

切に保存していくためのそ

の価値に基づいた史跡の保

存・管理、活用、整備の基

本方針等を定める。

史跡高島炭鉱

跡保存管理計

画書

長崎市

教育委

員会

平成 27 年

（2015）

９月

史跡

長崎県

長崎市

民間

史跡の本質的価値と構成要

素を明確にし、それらを適

切に保存し、活用していく

ための基本方針、方法、現

状変更等の取扱基準などを

定める。

国指定史跡

「出島和蘭商

館跡」保存活

用計画

長崎市

・長崎

市教育

委員会

平成 28 年

（2016）

３月

史跡
国

長崎市

現状を踏まえて短中期計画

を見直すと同時に史跡の本

質的価値を明らかにし、現

在の史跡周辺も含めた史跡

の価値を再度見直す。史跡

の概要とこれまでの調査や

整備内容を明示し、史跡の

本質的価値に基づいた保

存・活用方針を定める。

史跡長崎台場

跡四郎ヶ島台

場跡保存活用

計画書

長崎市

教育委

員会

平成 28 年

（2016）

３月

史跡
国

民間

史跡の本質的価値と主要な

構成要素を明確にし、それ

を適切に保存活用するため

の基本的な方向性を定め、

現状変更等の取扱基準、管

理の方針等について明確に

する。
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名称 策定者 策定年月 文化財種別 所有者 概要

国指定史跡

長崎原爆遺跡

保存活用計画

書

長崎市

平成 31 年

（2019）

３月

史跡

長崎市

宗教法人カト

リック長崎大

司教区

国立大学法人

長崎大学

宗教法人皇大

神宮

史跡長崎原爆遺跡を次世代

に確実に引き継いでいくた

め、史跡の保存（保存管

理）、活用、整備、運営体

制の指針として策定する。

長崎市東山手
伝統的建造物
群保存地区
保存計画

長崎市
教育委
員会

平成２年
（1990）
10 月

重要伝統的
建造物群保
存地区

―

伝統的建造物群保存地区
保存のため、基本計画、
地区内の建造物や環境物
件に対する現状変更行為
の許可基準等を示した保
存整備計画、及び地区の
保存のために必要な助成
措置等を定めたもの。

長崎市南山手
伝統的建造物
群保存地区
保存計画

長崎市
教育委
員会

平成２年
（1990）
10 月

重要伝統的
建造物群保
存地区

―

伝統的建造物群保存地区
保存のため、基本計画、
地区内の建造物や環境物
件に対する現状変更行為
の許可基準等を示した保
存整備計画、及び地区の
保存のために必要な助成
措置等を定めたもの。

長崎市外海の
石積集落景観
保存計画

長崎市
平成 25 年
（2013）
３月

重要文化的
景観

―

文化的景観の保存に関
し、位置及び範囲、保存
に関する基本方針、保存
に配慮した土地利用、文
化的景観の整備活用、保
存のために必要な体制、
重要な構成要素等を定め
たもの。
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４ 歴史的風致の維持及び向上に関する方針

歴史的建造物の保存・活用に関する方針

【取組み方針】

●歴史的建造物の指定・登録の推進

指定文化財等については、引き続き国や長崎県、有識者の指導・助言のもと所有者や管理者との調整

を図りながら、適切な保存・活用とその支援に取り組む。未指定文化財等については、調査・評価に基

づく文化財への指定・登録や景観重要建造物及び歴史的風致形成建造物への指定を検討し、保存修理や

滅失防止に向けた支援等に取り組む。

●歴史的建造物の保存整備と技術者育成の推進

保存・活用に関する計画を策定している文化財については、これに沿った保存・活用を図るとともに、

計画を策定していない建造物についても、必要に応じて計画の策定に取り組む。

市民が歴史的建造物に関心を持ち、その特徴を理解するための価値の顕在化や啓発に取り組む。その

ための情報発信や活動の拠点となる施設の整備、歴史や伝統を学ぶことのできる環境の整備、民間の歴

史研究団体との連携等に取り組む。

保存整備のための技術者育成については、ヘリテージマネージャー等の保存修理に関する技術者や

専門家の育成の支援に取り組む。

●歴史的建造物の価値・魅力を高めるための官民一体となった活用の推進

歴史的建造物の継続的な磨き上げと新たな資源の掘り起しを進め、魅力的な活用に向けた建物用途

等の規制緩和、地域のまちづくりと一体となった歴史的建造物の価値や魅力的を高める効果的な活用

に向けた官民連携に取り組む。

特に、長崎市が所有する歴史的建造物の活用については、利用者や事業者へのニーズ調査を行い、民

間活力の導入検討等に取り組む。

●歴史的建造物の価値・魅力の国内外への発信

情報発信の拠点となる施設の整備やＳＮＳ等の有効活用による歴史的建造物の価値や魅力の国内外

への発信等に取り組む。

【まちづくりの方針】

歴史・伝統を守り、磨き、生かすことで、営みと賑わいが共生できるまち

【10 年後に目指す姿】

歴史的建造物が適切に評価・保存継承され、まちづくりと一体となった魅力的な活用が図られている。
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歴史的建造物の周辺環境の保全・形成に関する方針

【取組み方針】

●地域の歴史や個性を生かした良好なまちなみ形成の推進と魅力の発信

景観法や都市計画法、伝統的建造物群保存地区保存条例等による建築物等の意匠・形態等の規制・誘

導や緑化の推進に引き続き取り組むとともに、歴史的建造物周辺の自然や歴史等の資源を生かすため

の景観まちづくりガイドラインの整備、ガイドラインに基づく建造物等の修景に対する技術的な支援

や経費の助成に取り組む。

良好な景観の阻害要因となっている電柱・電線類については、管理者や地域と協議を行いながら無電

柱化の整備を推進する。同様に景観や眺望の阻害要因となっている空き家や屋外広告物、樹木等につい

ても対策を講じる。

景観に大きな影響を与える公共空間については、市民参加の機会を積極的に創出しながらデザイン

や夜間景観の向上、緑化等を図ることで、景観形成における先導的な役割を担っていく。

情報発信の拠点となる施設の整備やＳＮＳ等の有効活用による良好な景観（自然やまちなみ、眺望

等）の魅力の国内外への発信等に取り組む。

●市民のまちづくりへの意識醸成を図り、市民主体のまちづくりの推進

シンポジウムやワークショップ等の市民のまちづくりへの参加機会を創出し、景観まちづくりに対

する市民意識の醸成と市民の景観まちづくり活動の支援に取り組む。

歴史的な営みや活動の継承に関する方針

【取組み方針】

●安心して住み続けられる住環境整備の推進

道路等の都市基盤の整備、生活利便施設の誘導及び住宅建て替え誘導に向けた建物用途等の規制緩

和、住宅の改修を促進するための支援等に取り組む。

●長崎暮らしの魅力発信と移住者のサポートの推進

空き家・空き地の活用の支援、移住・定住を促進するための支援、歴史的風致をはじめとする長崎市

の魅力や行政サービスの情報発信等に取り組む。

●歴史文化を親しむ・学ぶ機会と環境の充実

伝統的な営みや活動を適切に継承するため、未指定等の営みや活動の調査・評価に基づく文化財指定

【10 年後に目指す姿】

地域の歴史や自然、まちなみ等の個性を生かした魅力的なまちになっている。

【10 年後に目指す姿】

住みたくなる、住み続けられるまち、営みや活動を次世代に継承できる協働のまちになっている。
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等を検討する。

また、市民が伝統的な営みや活動に関心を持ち、その特徴や魅力を理解するための価値の顕在化や啓

発、営みや活動の価値や魅力の国内外への情報発信、官民連携による継承の支援等に取り組む。

●地域と連携した、次世代の担い手の発掘・育成の推進

後継者の育成のため、学校や家庭、地域、企業等の連携による学習機会の創出、長崎のまちが学生で

賑わう貴重な学びの場となるような環境の整備、長崎で学ぶことの魅力の発信等に取り組む。

地域の歴史文化等の学びを通じて地域に対する関心を高め、コミュニティの醸成に繋げるとともに、

地域活動のリーダーや担い手の発掘・育成、地域課題を解決できる市民活動団体等との官民連携等に取

り組む。

賑わいの創出に関する方針

【取組み方針】

●歴史的風致を生かした観光メニューの強化と新たなサービスの創造

賑わいの創出のための基盤として、道路の美装化や休憩施設の整備、多機能トイレ等のバリアフリー

対応、インターネット環境の充実、多言語対応、ＩＣＴの活用等による市内外の来訪者にも分かりやす

く安全で快適な回遊環境の整備に取り組む。

歴史的風致の魅力の掘り起しと磨き上げを進めるため、ホテルやレストラン、体験施設等の交流を拡

大させる施設の誘導に向けた建物用途等の規制緩和等に取り組む。

調査や各種計画、施策の実施に関してＤＭＯと逐次連携しながら、観光動向調査やビックデータ等に

よるニーズの把握や分析を行い、戦略的な観光客の誘致に取り組む。

歴史的風致を生かした体験型プログラム等の新たな観光メニューや魅力ある製品・サービスの開発

を支援するとともに、長崎の食材・食文化の魅力発信の支援に取り組む。

これらの製品やサービスについて、周辺の商店街・商店における販売の促進を図り、域外からの消費

拡大の支援等に取り組む。

５ 計画の実現に向けた推進体制

本計画の推進にあたっては、本計画の策定と同様に、長崎市の関係部局が連携しながら、まちづくり

部と文化観光部が中心的な役割を担い、市民や事業者との協働により取り組む。歴史まちづくり法第

11 条に基づく長崎市歴史的風致維持向上協議会において事業計画の進行管理や計画の変更等の協議を

行うこととする。

事業の実施にあたっては、国や長崎県の助言・指導のもと、地域住民や事業者、市民団体等で構成す

る「重点区域歴史まちづくり協議会（仮称）」との長崎市の連携・協働により、地域のグランドデザイ

【10 年後に目指す姿】

長崎独自の歴史的風致が磨かれ、生かされることで、国内外の来訪者で賑わうまちになっている。
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ンと具体的な取組みに関する計画を策定し、関係者間で十分に調整を図りながら取組みを進める。

長崎市歴史的風致維持向上計画の推進体制
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都
市

経
営

室
、
観

光
政

策
課

、
観

光
交

流
推

進
室

、
世

界
遺

産
室

、
商

工
振

興
課

、
都

市
計

画
課

、
ま
ち
な
か
事

業
推

進
室

、
建

築
指

導
課

、
各

総
合

事
務

所
等

協
議

意
見

重
点

区
域

歴
史

ま
ち
づ
く
り
協

議
会

【
重

点
区

域
に
お
け
る
実

施
機

関
】

【
委

員
】

地
域

関
係

者
(
自

治
会

、
地

域
活

動
団

体
、

歴
史

的
建

造
物

の
所

有
者

･
管

理
者

、
商

店
街

等
)
、

そ
の

他
市

民
、

そ
の

他
関

係
者

（
事

業
者

、
観

光
団

体
、

商
工

団
体

等
）

、
Ｄ

Ｍ
Ｏ

等

【
内

容
】

歴
史

的
風

致
維

持
向

上
の

た
め

の
重

点
区

域
の

グ
ラ

ン
ド

デ
ザ

イ
ン

や
実

施
計

画
の

策
定

、
各

種
取

組
み

の
検

討
・

実
施

、
連

絡
調

整
等

外
部

有
識

者
（
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

助
言

協
議

・
調

整

諮
問

協
議

答
申

意
見

協
働

助
言

市
民

・
事

業
者

等

参
画

協
働


